
高
額
療
養
費
制

度
と
は
、
家
計
に

対
す
る
医
療
費
の

自
己
負
担
が
過
重

な
も
の
と
な
ら
な

い
よ
う
に
、
医
療

機
関
の
窓
口
に
お

い
て
医
療
費
の
自

己
負
担
を
支
払
っ

た
後
、
月
ご
と
の

自
己
負
担
限
度
額

を
超
え
る
部
分
に

つ
い
て
、
事
後
的

に
保
険
者
か
ら
償

還
払
い
さ
れ
る
制

度
を
い
い
ま
す
。

現
在
は
、
同
一

医
療
機
関
で
の
入

院
や
外
来
の
場
合
、

事
前
に
健
康
保
険

者
よ
り
「
限
度
額

適
用
認
定
証
」
を

入
手
し
て
医
療
機

関
の
窓
口
へ
提
出

す
れ
ば
、
医
療
機

関
の
窓
口
で
の
支
払
を
自
己
負
担

限
度
額
ま
で
に
と
ど
め
る
現
物
給

付
化
の
仕
組
み
が
導
入
さ
れ
て
い

ま
す
。

な
お
、
こ
の
自
己
負
担
限
度
額

は
被
保
険
者
の
所
得
に
応
じ
て
設

定
さ
れ
て
い
ま
す
。

七
十
歳
以
上
の
方
の
医
療
費
の

自
己
負
担
額
の
上
限
が
、
平
成
二

十
九
年
八
月
診
療
分
よ
り
二
段
階

で
変
更
さ
れ
る
こ
と
が
決
定
し
て

い
ま
す
。

平
成
二
十
九
年
八
月
診
療
分
か

ら
平
成
三
十
年
七
月
診
療
分
ま
で

は
、
現
役
並
み
所
得
区
分
（
※
１
）

の
方
の
外
来
（
個
人
ご
と
）
を
現

在
の
月
額
四
万
四
千
四
百
円
か
ら

五
万
七
千
六
百
円
に
、
一
般
（
※

２
）
の
方
の
外
来
（
個
人
ご
と
）

を
現
在
の
月
額
一
万
二
千
円
か
ら

一
万
四
千
円
（
年
間
上
限
は
十
四

万
四
千
円
）
、
ひ
と
月
の
上
限
額

（
世
帯
ご
と
）
を
四
万
四
千
四
百

円
か
ら
五
万
七
千
六
百
円
（
多
数

回
（
注
1
）
は
四
万
四
千
四
百
円
）

に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。
（
図
１

参
照
）

さ
ら
に
、
平
成
三
十
年
八
月
診

療
月
分
か
ら
は
、
現
役
並
み
所
得

区
分
に
つ
い
て
は
細
分
化
し
た
上

で
限
度
額
を
引
き
上
げ
、
一
般
区

分
に
つ
い
て
は
外
来
上
限
額
を
引

き
上
げ
負
担
が
増
え
る
予
定
で
す
。

高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
制
度
と

は
、
家
計
に
対
す
る
介
護
サ
ー
ビ

ス
費
の
利
用
者
負
担
が
過
重
な
も

の
と
な
ら
な
い
よ
う
に
、
介
護
サ
ー

ビ
ス
を
利
用
す
る
場
合
介
護
サ
ー

ビ
ス
費
の
利
用
者
負
担
を
支
払
っ

た
後
、
月
ご
と
の
利
用
者
負
担
の

合
計
が
負
担
の
上
限
を
超
え
る
部

分
に
つ
い
て
、
事
後
的
に
保
険
者

か
ら
償
還
払
い
さ
れ
る
制
度
を
い

い
ま
す
。

現
在
、
介
護
保
険
施
設
利
用
者

の
方
は
払
い
戻
し
を
受
け
る
ま
で

の
間
、
費
用
負
担
が
高
額
と
な
る

た
め
、
受
領
委
任
払
制
度
が
実
施

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
受
領
委
任

払
制
度
は
、
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス

費
が
保
険
者
か
ら
施
設
に
直
接
支

払
わ
れ
る
た
め
、
施
設
の
窓
口
で

の
支
払
い
を
利
用
者
負
担
上
限
額

ま
で
に
と
ど
め
る
現
物
給
付
化
の

仕
組
み
で
す
。

介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
利
用
者
負

担
額
の
上
限
が
、
平
成
二
十
九
年

八
月
利
用
分
よ
り
変
更
さ
れ
る
こ

と
が
決
定
し
て
い
ま
す
。

具
体
的
に
は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス

利
用
者
と
同
じ
世
帯
の
方
（
一
例

を
参
照
）
が
市
区
町
村
民
税
を
課

税
さ
れ
て
い
る
場
合
に
、
介
護
サ
ー

ビ
ス
利
用
者
の
利
用
者
負
担
の
上

限
が
月
額
三
万
七
千
二
百
円
か
ら

四
万
四
千
四
百

円
に
引
き
上
げ

ら
れ
ま
す
。

た
だ
し
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
長

期
利
用
者
で
同
じ
世
帯
の
全
て
の

六
十
五

歳
以
上
の
方
（
サ
ー
ビ

ス
を
利
用
し
て
い
な
い
方
を
含
む
。
）

の
利
用
者
負
担
割
合
が
一
割
の
世

帯
は
、
年
間
四
十
四
万
六
千
四
百

円
（
三
万
七
千
二
百
円
×
十
二

ヶ

月
）
の
上
限
が
設
け
ら
れ
ま
す

（
三
年
間
の
時
限
措
置
）
。
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平
成
二
十
九
年
八
月

診
療
分
よ
り

高
額
療
養
費

制
度
と
は

高
額
介
護

サ
ー
ビ
ス
費
制
度
と
は

平
成
二
十
九
年
八
月

利
用
分
よ
り

（※１）標準報酬月額28万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方

（※２）現役並み所得区分と市区町村民税の非課税世帯以外の方

世帯A

世帯B

利用時の負担割合 平成29年 7月まで 8月から

課税・

２割

負担者

非課税・

１割

負担者

課税・

1割

負担者

非課税・

１割

負担者

月々の上限

年間の上限

月々の上限

年間の上限

37,200円

なし

44,400円

37,200円 44,400円

なし

なし 44,400円
（新設）

（一例として）

（図1）



先
日
、
厚
生
労
働
省
よ
り
平
成

二
十
八
年
の
「
労
働
災
害
発
生
状

況
」
を
公
表
さ
れ
ま
し
た
。

平
成
二
十
八
年
の
労
働
災
害
に

よ
る
死
亡
者
数
は
九
百
二
十
八
人

（
ワ
ー
ス
ト
三
は
表
１
参
照
）
で
、

前
年
の
九
百
七
十
二
人
に
比
べ
て

四
十
四
人
（
四
．
五
％
）
の
減
少

と
な
り
、
二
年
連
続
で
過
去
最
少

と
な
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
労
働
災
害
に
よ
る
死

傷
者
数
（
死
亡
・
休
業
四
日
以
上
）

は
十
一
万
七
千
九
百
十
人
（
ワ
ー

ス
ト
三
は
表
２
参
照
）
で
、
前
年

の
十
一
万
六
千
三
百
十
一
人
に
比

べ
千
五
百
九
十
九
人
（
一
．
四
％
）

の
増
加
と
な
っ
て
い
ま
す
。

労
働
災
害
減
少
に
向
け
て
重
点

的
に
取
り
組
む
「
第
十
二
次
労
働

災
害
防
止
計
画
」
（
平
成
二
十
五

～
二
十
九
年
度
）
で
は
、
平
成
二

十
九
年
ま
で
に
死
亡
災
害
、
死
傷

災
害
と
も
に
平
成
二
十
四
年
に
比

べ
て
十
五
％
以
上
減
少
さ
せ
る
こ

と
を
目
標
と
し
て
い
ま
す
。
し
か

し
、
死
傷
災
害
に
つ
い
て
は
、
目

標
を
達
成
す
る
に
は
相
当
の
取
組

が
必
要
な
状
況
で
す
。

計
画
の
最
終
年
度
と
な
る
今
年

度
は
、
目
標
の
達
成
に
向
け
て
、

製
造
業
や
建
設
業
、
陸
上
貨
物
運

送
事
業
、
第
三
次
産
業
へ
の
対
策

や
、
死
傷
災
害
の
二
割
以
上
を
占

め
る
転
倒
災
害
対
策
な
ど
の
対
策

の
取
り
組
む
と
の
こ
と
で
す
。

一
日
（
～
七
月
十
日
）

○
労
働
保
険
の
今
年
度
の
概
算
保

険
料
の
申
告
と
昨
年
度
分
の
確
定

保
険
料
の
申
告
書
の
提
出

［
都
道
府
県
労
働
局
ま
た
は
労
働

基
準
監
督
署
］

十
日

○
雇
用
保
険
被
保
険
者
資
格
取
得

届
の
提
出
（
前
月
以
降
に
採
用
し

た
労
働
者
が
い
る
場
合
）

［
公
共
職
業
安
定
所
］

○
労
働
保
険
一
括
有
期
事
業
開
始

届
の
提
出
（
前
月
以
降
に
一
括
有

期
事
業
を
開
始
し
て
い
る
場
合
）

［
労
働
基
準
監
督
署
］

三
十
日

○
健
保
・
厚
年
保
険
料
の
納
付

［
郵
便
局
ま
た
は
銀
行
］

○
日
雇
健
保
印
紙
保
険
料
受
払
報

告
書
の
提
出

［
年
金
事
務
所
］

○
労
働
保
険
印
紙
保
険
料
納
付
・

納
付
計
器
使
用
状
況
報
告
書
の
提

出

［
公
共
職
業
安
定
所
］
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今
年
二
年
ぶ
り
に
観
音
竹
の
花

が
咲
き
始
め
ま
し
た
。
竹
に
花
が

咲
く
の
は
珍
し
い
こ
と
だ
そ
う
で

す
が
、
こ
の
観
音
竹
は
例
外
の
よ

う
で
す
。

あ
ま
り
手
を

か
け
て
い
な
い

こ
と
が
功
を
奏

し
た
の
で
し
ょ

う
か
。

（
ぎ
ん
）

藤田社会保険労務士事務所

e-mail
k-fujita@k-fujita-sr.com

URL http://k-fujita-sr.com

TEL・FAX 075-611-5300

〒612-8017
京都市伏見区桃山南大島町1-4-41-504

編
集
後
記

六
月
の
労
務
手
続

［
提
出
先
・
納
付
先
］

ワースト3 業 種 別 死亡者数 前年比

陸上貨物運送事業

△10.1％1

2

3

建設業

製造業 ＋10.6％

△20.8％

294人

177人

99人

ワースト3 業 種 別 死亡者数 前年比

陸上貨物運送事業

＋0.2％1

2

3

建設業

製造業 △3.4％

＋0.7％

26,454人

15,058人

13,977人

ワースト3 業 種 別 死亡者数 前年比

△6.5％1

2

3

高所からの墜落・転落

交通事故（道路） ＋15.3％

＋3.1％

232人

218人

132人機械等による はさまれ・巻き込まれ

ワースト3 業 種 別 死亡者数 前年比

腰痛等の「動作の反動・無理な動作」

＋4.6％1

2

3

つまずきなどによる「転倒」

高所からの墜落・転落 ＋0.9％

＋4.6％

27,152人

20,094人

15,081人

（表1）

（表2）

（表3）

（表4）

いずれも厚労省発表「平成２８年 労働災害発生状況」より抜粋

Ｑ 保育園などに入所できなかった場合の育児休業

取得が延長される、と聞きました。いつから、

どのように変わるのですか。

Ａ 現行の育児介護休業法では、原則として、子が

１歳になるまで育児休業を取得することができ

ます。また、一定の事情がある場合は、１歳６カ月にな

るまで延長することができます。

平成２９年１０月１日からは、１歳６か月以後も、保

育園等に入れないなどの場合には、会社に申し出ること

により、育児休業期間を最長２歳まで再延長できます。

また、育児休業給付金の給付期間も２歳までとなる予

定です。

同時に、事業主は、働く方やその配偶者が妊娠・出産

したこと等を知った場合に、育児休業等に関する制度を

知らせる努力義務や、未就学児を育てながら働く方が子

育てしやすいよう、育児に関する目的で利用できる休暇

制度を設ける努力義務が創設される予定です。


